
（課題が山積する農林水産分野）   

農林水産分野については、食の安全・安心確保、食料自給率の低下、農林  

水産業者の高齢化・後継者難、低収益性等、将来I手向けての課題は山積して  

いるものの、我が国の「食」の目指すべき姿や具体的方針が定まらず、消責  

者、生産者ともに不安に陥っているのが現状である。  

（「地域資源」の活用と技術開発による成長潜在力の発揮）   

こうした不安を解消し、農山漁村の潜在力が十分に発揮されるよう、「戸別  

所得補償制度」の導入など意欲ある農林漁業者が安心して事業を継続できる  

環境整備を行い、農林水産業を再生し、食料自給率を 

を目指す。 

今後、自然資源、伝統、文化、芸術などそれぞれの地域が有するいわば「地  

域資源」と融合しつつ技術開発を進め、成長への潜在力の発揮及び需要喚起  

に結びつけていく。また、農山漁村に広く賦存するバイオマス資源の利活用  

を更に促進する。   
また、いわゆる6次産業化（生産・加エ・流通の一体化等）や農商工連携、  

縦割り型規制の鳥直し等により、農林水産業の川下に広がる潜在需要を発掘  

し、新たな産業を創出していく。  

（森林■■林業の再生）   

戦後植林した人工林資源を持続可鱒な形で本格的に利用するため、国産材  

利用め環境面での効用に対する理解を深めていくとともに、路網の整備、森  
林管理の専門家（フォレスター）等の人材の育成、間伐材を始めとした国産  

材の利用の拡大、木質バイオマスとしての活用等を柱として、森林・林業申  

再生を図り、木材自給率を50％以上に向上させることを目指す。  

（検疫協議や販売ルートの開拓等を通じた輸出の拡大）   

日本の農林水産物」食品の輸出の拡大に向け、特に潜在需要が高いと見込  

l まれる品目・地域を中心に検疫協議や販売ルートの開拓に注力し、現在の2．5  
倍の1兆円水準を目指す。  
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（幅広い視点に立った「食」に関する将来ビジョンの策定）   

「食」は我が国成長の基盤ともいうべき最も重要なテーマの一つである。  

安全・安心■健康で豊かな食生活を守るための方策やそれを支える農山漁村  

の在り方について、子ども■大人tお年寄りの視点に立ち、消費者・生産者  

も含め広く産官学横断的に検討する場を設け、「食」に関する将来ビジョンを  

早急に策定する。  

－ス′ツタ抑圧者扱者への巌磨～  

〝脚牟吉ぞのg尉  

『中古住宅流通市場・リフォーム市場の規模倍増』  

『耐震性が不十分な嘩宅割合を5％に』  

仔な慮農J  

●中古住宅の流通市場等の環境整備、リバースモーゲージ等の積極的活用  

●住宅一連築物の徹底した耐震改修  

（住宅投資の活性化）   

住宅投資の効果は、住宅関連産業が多岐にわたり、家具などの耐久消費財  

への消章などその裾野が広いことから、内需主導の経済成長を実現するため  

には、今後とも住宅投資の促進は重要な課題である。   

このため、1，400兆円の個人金融資産の活用など住宅投資の拡大に向けた資  

金循環の形成を図るとともに、住宅金融・住宅税制の拡充等による省エネ住 J  

宅の普及など質の高い住宅の供給の拡大を図る。  

（中古住宅の流通市場、リフォーム市場等の環境整備）   

また、「住宅を作っては壊す」社会から「尽いものを作って、きちんと手入  

れして、長く大切に使う」という観点に立ち、1，000兆円の住宅・土地等実物  

資産の有効利用を図る必要がある。このため、数世代にわたり利用できる長  

期優良住宅の建設、適切な維持管理、涜通に至るシステムを構築するととも  

に、P消責者が安心して適切なリフォームを行える市場環境の整備を図る。ま  

た、急増する高齢者向けの生活支援サービス、医療・福祉サービスと一体と  

なった住宅の供給を拡大するとともに、リバースモーゲージの拡充・活用促  
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進などによる高齢者の資産の有効利用を図る。さらに、地域材等を利用した  

住宅・建築物の供給促進を図る。   

これらを通じて、2020年までに、中古住宅流通市場やリフォーム市場の規  

模を倍増させるとともに、良質な住宅ストックの形成を図る。  

（住宅・建築物の耐震改修の促進）   

現在、我が国め既存住宅ストック約4，708万戸のうち、 

1，150万戸が耐震性不十分と言われている。2036年までに70％の確率で首都  

直下地震が起こると言われており、阪神・淡路大震災の被害を考えれば、尊  

い人命が住宅等の全壊・半壊による危機にさらされているのが現状である。   

このため、住宅等の耐震化を徹底することにより、2020年までに耐震性が  

不十分な住宅の割合を5％に下げ、安全・安心な住宅ストックの形成を図る。  
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戯多封岳プラツ′フォーム  

「5ノ好学・彦府立脚  

抑牟夏ぞのβ磨訂  

『世界をリードするグリーン・イノベーションとライフ 

で世界トップに立つ大学・研究機関の数の増』、『理工系博士課程修了者の完全雇用を達成』、  

『中小企業の知財活用の促進』、 

コストの低減』、『官民合わせた研究開発投資をGDP比4％以上』  

仔閻  

●大学・公的研究機関改革の加速、若手研究者の多様なキャリアパス整備  

●イノベーション創出のための制度・規制改革  

●行政のワンストップ化、情報通信技術の利活用を促進するための規制改革  

一／楓と．（人就／のあふわる厚■β本～  

（科学・技術力による成長力の強化）   

人類を人類たらしめたのは科学・技術の進歩に他ならない。地球温暖化、  

感染症対策、防災などの人類共通の課題を抱える中、未来に向けてせ界の繁  

栄を切り拓くのも科学・技術である。   

我が国は、世界有数の科学・技術力、そして国．民の教育水準の高さによっ  

て高度成長を成し遂げた。しかし、世界第二の経済大国になるとともに、科  

学・技術への期待と尊敬は薄れ、更なる高みを目指した人材育成と研究機関  

改革を怠ってきた。我が国は、今改めて、優れた人材を育成し、研究環境改  

善と産業化推進の取組を一体として進める土とにより、イノベーションとソ  

フトパワーを持続的草生み出し、成長の源となる新たな技術及び産業のフロ  

ンティアを開拓していかなければならない。  

（研究環境－イノベーション創出条件の整備、推進体制の強化）   

このため、大学・公的研究機関改革を加速して、若者が希望を持って科学  

の道を選べるように、自立的研究環境と多様なキヤリアパスを整備し、また、  

研究資金、研究支援体制、生活条件などを含め、世界中から優れた研究者を  

惹きつける魅力的な環境を用意する。基礎研究の振興と宇宙・海洋分野など  
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新フロンティアの開拓を進めるとともに、シーズ研究から産業化に至る円滑  

な資金・支援の供給や実証試験を容易にする規制の合理的見直しなど、イノ  

ベーション創出のための制度・規制改革と知的財産の適切な保護・活用を行  

う。科学・技術力を核とするベンチャー創出や、産学連携など大学・研究機  

関における研究成果を地域の活性化につなげる取組を進める。   

科学・技術は、未来への先行投資として極めて重要であることから、2020  

年度までに、官民合わせた研究開発投資をGDP比の4％以上にする。他国の  

追従を許さない先端的研究開発とイノベーションを強力かつ効率的に推進し  

ていくため、科学・技術政策推進体制を抜本的に見直す。また、国際共同研  

究の推進や途上国への科学・技術協力など、科学・・技術外交を推進する。   

これらの取組を総合的に実施することにより、2020年までに、世界をリー  

ドするグリーン・イノベーション（環境エネルギー分野革新）やライフ・イ  

ノベーション（医療・介護分野革新）等を推進し、独自の分野で世界トップ  

に立つ大学■研究機関の数を増やすとともに、理工系博士課程修了者の完全  

雇用を達成することを目地す。また、中小企業の知財活用を促進する。  

～′闇・β本～  

（情鱒通信技術は新たなイノベーシiンを生む基盤）   

情報通信技術は、距離や時間を超越して、ヒト、モノ、カネ、情報を結び  

つける。未来の成長に向け、「コンクリートの道」から「光の道」へと発想を  

転換し、情報通信技術が国民生活や経済活動の全般に組み込まれることによ  

り、経済社会システムが抜本的に効率化し、新たなイノベー・ションを生み出  

す基盤となる。  

（情報通信技術の利活用による国民生活向上・国際競争力強化）   

我が国の情報通虐技術は、その技術水準やインフラ整備の面では世界最高  

レベルに達しているが、その利活用は先進諸外国．に遅れを取っており、潜在  

的な効果が実現されていない。   

個人情報保護、セキュリティ強化などの如策を進めて国民の安心を確保し  

つつ、情報通信技術を使いこなせる人材の育成などを強化して情報通信技術  

の利活用を徹底的に進め、国民生活の利便性の向上、情報通信技術に係る分  

野の生産性の伸び三倍増、生産コストの低減による国際競争力の強化、新産  
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業の創出に結びつける。行政の効率化を図るため、各種の行政手続の電子化・  

ワンストップ化を進めるとともに、住民票コエドとの連携による各種番号の  

整備・利用に向けた検討を加速する。子ども同士が教え合い、学び舎う「協  

働教育」の実現など、教育現場や医療現場などにおける情報通信技術の利活  

用によるサービスの質の改善や利便性の向上を全国民が享受できるようにす  

るため、光などのブロードバンドサービスの利用を更に進める。加えて、温  

室効果ガス排出量の削減、事業活動の効率化、海外との取引拡大、チャレン  

ジドの就労推進等の観点からも情報通信技術の利活用を推進する。あわせて、  

情報通信技術利活用を促進するための規制・制度の見直しを行う。  

r∂ノ願・人脚  

～佃叡と働の虚名厚・β本～  

〟御車までの眉鳩訂  

0以下の項目について、雇用戦略対話等を踏まえ具体的目標を定める。  

『若者フリーター約半減』、『ニート減少』、『女性M字力「ブ解消』、『高齢者就労促進』、『障  

がい者就労促進』、『ジョブ・カード取得者300万人』、．『有給休暇取得促進』、『最低賃金引上  

げ』、『労働時間短縮』  

√主摘打  

●若者・女性・高齢者・障がい者の就業率向上  

●「トランポリン畢社会」の構築  

●ジョブ・カード制度の「日本版NVQ（職業能力評価制度）」への発展  

●地域雇用創造と「ディーセント・ワーク」の実現  

（雇用が内需拡大と成長力を支える）   

内需を中心とする「需要創造型経済」は、雇用によって支えられる。国民  

は、安心して働き、能力を発揮する「雇用」の場が与えられることによぅて、  
所得を得て消章を拡大することが可能となる。雇用の確保なくして、冷え切  

った個人消費が拡大し、需要不足が解消することはあり得ない。   

また、「雇由・人材戦略」は、少子高齢化という制約要因を跳ね返し、「成  

長力」を支える役割を果たす。少子高齢化による「労働力人口の減少」は、  
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我が国の潜在的な成長エンジンの出力を弱めるおそれがある。そのため、出  

生率回復を目指す．「少子化対策」の推進が不可欠であるが、それが労働力人  

口増加に結びつくまでには20年以上かかる。したがっ七、今すぐ我が国が注  

力しなければならないのは、著者・女性・・高齢者など潜在的な能力を有する  

人々の労働市場への参加を促進し、しかも社会全体で職業能力開発等の人材  

育成を行う「雇用・人材戦略」の推進である。  

（国民参加と「新しい公共」の支援）   

国民すべてが意欲と能力に応じ労働市場やさまざまな社会活動に参加でき  

る社会（「出番」と「居場所」）を実現し、成長力を高め七 

置く。   

このため、国民各層の就業率向上のために政策を総動員し、労働力人口の  

減少を跳ね返す。すなわち、若者・女性・高齢者・障がい者の新案率向上の  

ための政策早標を設定し、そのために、就労阻害要因となっている制度・慣  

行ゐ是正、保育サービスなど就労環境の整備等に2年間で集中的に取り組む。   
また、官だけでなく、市民、一皿PO、企業などが積極的に公共的な財・サー  

ビスの提供主体となり、教育や子育て、まちづくり、介護や福祉などの身近  

な分野で活躍できる「新しい公共」の実現に向けて、円卓会議を設けて、民  

間（市民、NPO、企業等）の声を聞きつつ、本格的に取．り組む。  

（成長力を支える「トランポリン型社会」の構築）   

北欧の「積極的労働市場政策」の視点を踏まえ、生活保障とともに、失業  

をリスクに終わらせることなく、新たな職業能力や技術を身につけるチャン  

スに変える社会を構築する．ことが、成長力を支えることとなる。このため、  

「第ニセーフティネット」「の垂備（求職者支援制度の創設等）や雇用保険制  

度の機能弓垂化に取り組む。また、非正規労働者を含めた、社会全体に通ずる  

職業能力開発・評価制度を構築するため、現在の「ジョブ・カード制度」を  

「日本版NVQ（NationalVocationtarQualification）」へと発展させていく。  

※NVQは、英国で20年以上前から導入されている国民共通の職業能力評価制度。訓練や仕事の   

実績を客観的に評価し、再就職やキャリアアップにつなげる役割を果たしている。  

（地域雇用創造と「ディーセント・ワーク」の実現）   

国民の新たな参加と活躍が期待される雇用の場の確保のために、雇用の  

「量的拡大」を図る。このため、成長分野を中心に、地域に根ざした雇用創  
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造を推進する。また、「新しい公共」の担い手育成の観点から、NPOや社会起  

業家など「社会的企業」が主導する「地域社会雇用創造」を推進する。   

また、雇用の安定■質の向上と生活不安の払拭が、内需主導型経済成長の  

基盤であり、雇用の質の向上が、企業の競争力強化・成長へとつながり、そ  

の果実の適正な分配が国内消費の拡大、次の経東成長へとつながる。そこで、  

「ディーセント・ワーク（人間らしい働きがいのある仕事）」由実現に向サ  

て、「同一価値労働同一賃金」に向けた均等・均衡待遇の推進、箪付付き税  

額控除の検討、最低賃金の引上げ、ワーケ・ライフ・バランスの実現（年次  

有給休暇の取得促進、労働時間短縮、育児休業等の取得促進）に取り組む。  

～デどるの真如ふカる屠一β．本～  

〟彪甘辛君ぞの首都  

『誰もが安心して子どもを産み育てられる環境の実現による出生率の継続的上昇を通じ、  

人口の急激な減少傾向に歯止め』  

『速やかに就学前・就学期の待機児童を解消』  

『出産一子育ての後、働くことを希望するすべての人が仕事に復帰』  

『国際的な学習到達度調査で常に世界トップレベルの順位へ』  

√吉城汀  

● 幼保一体化を含む各種制度・規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進  

● 育児休業の取得期間一方法の弾力化（育児期の短時間勤務の活用等）  

● 教員の質の向上、民間人の活用を含めた地域での教育支援体制の強化  

● 高等教育の充実  

● 子どもの安全を守るための社会環境の整備  

（子どもは成長の源泉）   

我々は周りの人々の笑顔を我が歓びと感じ」幸せを実感することにより、  

生きていく力を与えられる。子どもの笑顔が、家族の笑顔に広がり、地域や  

職場での笑顔に広がる。社会が笑顔であふれることが、日本が活力を取り戻  

し、再び成長に向かうための必要条件である。我々は、将来の成長の担い手  

である子どもたちを、社会全体で育てていかなければならない。  

（人口減少と超高齢化の中での活力の維持）  

70年代後半以降、・出生率が低下傾向に転じ、深刻な少子化が顕在した90年  
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代以降、累次の対策が講じられたが、公的支出や制度・規制改革において抜  

本的な対策が実施されず、少子化傾向に歯止めがかかっていない。2005■年に  

は日本の総人口は減少に転じ、現在の出生率の見通しのままでは2050年の人  

口ば9，580万人と推計される。将来にわたって、良質な労働力を生み出し、  

日本の活力を維持するために、今こそ大きな政策転換が求められる。   

このため、子ども手当の支給や高校の実質無償化を実行に移し、すべての  

子どもたちの成長を支える必要がある。また、子育て世代は、消費性向が高  

く、これらの支援は消費拡大－ー需要創造の面からも効果が高い上、子ども関  

連産業の成長にも高い効果をもたらす。   

誰もが安心して子どもを産み育てられる環境を実現することは、女性が働  

き続けることを可能にするのみならず、女性の能力を発揮する機会を飛躍的  

に増加させ、新たな労働力を生み出すとともに、出生率の継続的上昇にもつ  

ながり、急激な人口減少に対する中長期的不安を取り除くことになる。また、  

子どもの安全を守り、安心して暮らせる社会環境を整備する。   

このため、幼保一体化の推進、利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改  

革、各種制度■規制の見直しによる多様な事業主体の参入促進、放課後児童  

クラブの開所時間や対象年齢の拡大などにより、保育の多様化と量的拡大を  

図り、2020年までl±速やかに就学前■就学期の潜在需要も含めた待機児童問  

題を解消する。また、育児休業の取得期間・方法の弾力化（育児期の短時間  

勤務の活用等）、育児休業取得先進企革への優遇衰などにより、出産・育児後  

の復職・再就職の支援を充実させ、少なくとも、2017年には、出産・育児後  

に働くことを希望するすべての人が仕事に復帰することができるようにする。  

（質の高い教育による厚い人材層）◆   

成長の原動力として何より重要なことは、国民全員に賃の高い教育を受け  

る機会を保障し、様々な分野において厚みのある人材層を形成することであ  

る。すべての子どもが希望する教育を受け、人生の基盤となる力を蓄えると  
1  

ともに、将来の日本、世界を支える人材となるよう育てていく。   

このため、初等・中等教育においては、教員の資質向上や民間人の簿用を  

含めた地域での教育支援体制の強化等による教育の質の向上とともに、高校  
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の実質無償化により、社会全体のサポートの下、すべてゐ子どもが後期中等  

教育を受けられるようにする。その結果、国際的な学習到達度調査において  

甲本が世界トップレベルの順位となることを目指す。   

また、高等教育においては、奨学金制度の充実、大学の質の保証や国際化、  

大学院教育の充実・強化、学生の起業力の育成を含めた職業教育の推進など、  

進学の機会拡大と高等教育の充実のための取組を進め、未来に挑戦する心を  

持って国際的に活躍できる人材を育成する。   

さらに、教育に対する需要を作り出し、これを成長分野としていくため、  

留学生の積極的受入れとともに、民間の教育サービスの健全な発展を図る。  
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「7ノ アクq経済運営   

鳩山政権は、「斬成長戦略」の実行と並行して、豊かな国民生活の実現を目  

指したマクロ経済運営を行う。   

デフレは、経済、ひいては国民生活に大きなマイナスの▼影響を及ぼす。デ 

フレの克服を目指し、政府は、日本銀行と一体となって、できる限り早期の  

プラスの物価上昇率実現に向け．て取り組む。また、家計が得る所得が増加し、  

画民が成長を実感できる名目成長率の実現を最重要課題と位置付けた経済運  

営を行う。具体的には、2020年度までの平均で、名目3％、実質2％を上回  

る成長、2020年度における我が国の経済規模（名目GDP）650兆円程度を目指  

す。   

「新成長戦略」においては、グリーン・イノベーションやライフ・イノベ  

ーションを創出し、成長のフロンティアを拡大していくこ上が、新たな需要  

と雇用を拡大する鍵となる。そのためには、世界の中でも優れた産業競争力  

を維持・強化する必要があり、．企業はその原動力となる。また、教育や職業  

訓練等を通じたヒトヘの投資や労働参加め拡大が、極めて重要な役割を担う  

こととなる。政府は「コンクリートから人へ」の政策でこれを支える。   

「新成長戦略」を通じた雇用創造等により、現在5％を越えている失業率  

については中期的に3％台への低下を目指す。同時に、若者■女性・高齢者  

を始め就業を希望するすべての国民が働くことのできる環境を整える。また、  

所得等の格差に十分注意を払いつつ経済運営を行う。   

数値としての経済成長率や量的拡大のみを追い求める従来型の成長戦略と  

は一線を画した。生活者が本質的に求、めているのはr幸福度」（we［l－being）  

の向上であり、それを支える経済・社会の活力である。こうした観点から′、  

国民の「幸福度」を表す新たな指標を開発し、その向上に向けた取組を行う。   

鳩山政権の成長戦略である需要創造型経済への転換には、政治的リーダー  

シップが不可欠な要素である。政治主導で過去の内閣では≠を付けることが  

できなかった、利害団体の既得権や省庁のタテ割りの弊害にメスを入れ、真  

に必要なものへの「選択と集中」を実現し、これまで実現されなかった国民  
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のニーズに応えていく 

らみにとらわれることなく、これを打破する突破力をもって取り組む。  

「2左折た女成長鹿野の屏グ爵とめ仁ノ有／ナた今度の虐め．才   

本「基本方針」に沿って、■来年初めから有識者の意見も踏まえる形で以下  

のような「肉付け」を行い、その結果も踏ま’ぇて、「成長戦略策定会議」にお  

いて、2010年6月を目途に「新成長戦略」を取りまとめることとする。  

（目標・施策の具体化・追加）   

2＼に掲げた各覿略分野について、「国民の声」も踏まえつつ、①需要創造  

効果、②雇用創造効果、③知恵の活用（財政資源の有効活用）等の視点から、  

目標設定、施策の更なる具体化や追加などについて検証を行うとともに、新  

たに明らかになった課題について、その解決に向けた方策を徹底的に検討す  

る。  

（「成長戦略実行計画（エ程表）」の策定と政策実現の確保）   

政策は「実現」してこそ意味がある。   

本「基本方針」に盛り込まれた目標・施策に加えて、上述の「目標・施策  

の具確イヒ一迫加」を行った上で、「新成長磯略」の取りまとめ時に、国家戦略  

室において「成長戦略実行計画（エ程表）」を策定する。その際、2010年内に  

実行に移すべき「早期実施事項」、今後4年間程度で実施すべき事項とその成  

果目標（アウトカム）、2020年までに実現すべき成果目標（ナウトカム）を時  

系列で明示する。   

加えて、「成長戟略実行計画（エ程表）」を計画倒れに終わらせずに確実に  

実現するため、「政策達成目標明示制度」．（「予算編成等の在り方の改革につい  

て」（平成21年10月23閣議決定））に基づく、各政策の達成状況の評価・検  

証を活用する。  
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資料1－1  

緊急雇用対策（平成21年10月23日  

緊急雇用対策本部）の概要   

我が国の雇用情勢は非常に厳しい状況にあり、今後の事  

態の推移に予断は許されない。鳩山政権が目指す「国民一  

人ひとりが安全と安心、生きがいを実感できる社会」を実  

現する上で最も重要な基盤となるのは、雇用の確保である。   

このため、国民が抱える不安に対応し、政府を挙げて雇  

用の確保に取り組むため、「緊急雇用対策」を実施する。  

1．緊急雇用対策は、次の3点を基本視点とする。  

（1）㈲応して：「機動的」lこ対応する  

今回の対策では、現下の経済雇用情勢に対応し、急がれる   

対策を早急に実施する。年末年始にかけての情勢については   

引き続き細心の注意を払い、推移によっては政治主導により   

果断に対応する。  

（2）「弱者への支援」を最優先する  

経済雇用情勢の悪化が最も大きく現れる経済的・社会的に   

弱い立場にある人々（貧困・困窮状態にある求職中の離職者   

や非正規労働者、女性、来春以降の新卒予定者など）への支   

援は緊急を要しており、雇用維持努力への支援や中小企業支   

援とあわせて、最優先課題として全力で取り組む。  

（3）「雇用創造」に本格的に取組む  

内需主導の経済成長を目指す観点から、未来の成長分野と   

して期待される「介護」、「農林」等の分野やNPO、社会的   

企業が参加した「地域社会雇用」の創造に取り組む。  
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2．緊急雇用対策は、「緊急的な支援措置」と「緊急雇用創   

造プログラム」の2木柱とする。  

（1）緊急的な支援措置  

①貧困・困窮者支援  

今年の年末年始に、求職中の貧困・困窮者が、再び「派遣   

村」を必要とすることなく安心して生活が送れるようにする。   

・実効ある「ワンストップサービス」など支援態勢の強化、「住まい対  

策」など  

②新卒者支援  

来春以降の新卒者の就職を支援し、第二の「ロスト・ジェ   

ネレーション」をつくらないようにする   

・「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の緊急配備、「就活支援キャン  

ペーン（仮称）」の展開など  

③雇用維持支援、中小企業支援等  

企業の雇用維持努力への支援や中小企業支援等に取り組む  

（2）「緊急雇用創造プログラム」  

①3つの重点分野  

（介護雇用創造）   

「働きながら資格をとる」介護雇用プログラム等  

（グリーン（農林、環境・エネルギー、観光）雇用創造）   

「働きながら職業能力を高める」グリーン雇用プログラム、  

森林・林業再生の推進  

（地域社会雇用創造）  

雇用支援分野での「社会的企業の活用」  
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②雇用創造のための既存施策・予算の活用  

「緊急雇用創出事業」、「ふるさと雇用再生特別基金事業」  

の運用改善、「緊急雇用創出事業」の前倒し執行等  

3．対策の進め方  

①対策の推進体制  

対策の推進にあたっては、労働界・産業界をはじめとする  

国民各層との対話を積極的に進める。  

・「雇用戦略対話（仮称）」の設置  

・「地域雇用戦略会議（仮称）」設置  

・緊急雇用対策本部内の推進チーム設置  

②国民への情報提供■広報の徹底  

③期待される効果   

・今回の対策は、現下の情勢に対応して、既存の施策・予算  

の活用により、緊急に取りまとめるもの。   

・特に、年末年始を視野に入れ、貧困・困窮者や新卒者など  

の方々への支援に、最優先で取り組み、一人でも多くの方  

が安心して暮らせることに主眼を置く。   

・あわせて、未来の成長分野を見据え、雇用創造への取組み  

に着手し、これにより当面の雇用下支え・雇用創出の追加  

的効果として、年度末までに10万人程度が期待される。   
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